
<国会議員関係政治団体・資金管理団体以外の政治団体用>

1

(そ の 1)

( ふ  り が  な )

政 治 団 体 の 名 称

収 支 報 告 書

の ↑み ぃ 予
/ヽ
次 鞘多 こうえ浄ずぃ

ワ予酸 、/ヽ あ殊ろう後壌後

令不ロ タ 年分

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

月 日まで

2 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 長畠帯安族酵 3丁 き、身§

3代 表 者 の 氏 名  〆五 除一
ｐ
解 叉 襲

4会 計 責 任 者 の 氏 名 雰  聯 勢藤

事務担当者

‘赤九沖

氏名

電話

氏名

電話

夢 鴨 絡 み・

つ夕ξ7 72 /7/タ
資金管理団体の指定の有無

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の 氏 名

レ

資金管理団体の指定の期間

年

月 日まで

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

日
/

□

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 都

チェックもれ注意

活動区域の区分

□  2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

日
/同

一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条 の 7第

第 1号 に係 る国会議員 団 体

政治資金規正法 9 条の 7第 1項

第 2号 t 会議員 関係政治団体

公職 の 者 の氏名

種 類職  の

8513(82
受
付

欄



(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

収支の状況
必ず記入してください。
(Oの場合は0と記入)

円

メるアド歯寡7
/必 ノ,Sタ タ

命

12ョfrOて9

/38′ み掌ク

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個人の負担する党費又は会費
円

金 額

貝 教 (党費又は会費を納入 した人の数 )

(2)寄 附

備 考

記入もれ注意 (ア )+(イ )+(ウ )

金 額

円

ア 寄附 (イ を除く。)の区分

(ア )個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

小 計  (ア )十 (イ )十 (ウ )

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの )

イ 政 党 匿 名 寄 附

合   計 (ア 十 イ )

,″



(その13)

3 支出項 目別金額の内訳

考備

記入もれ注意

記入もれ注意 ア+ィ +ゥ キエ

記入もれ注意

額金

円

導

メてみてみa

◇ ◇

つて)

イ 宣 伝 事 業 費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

そ の 他 の 事 業 費エ

(1)支 出 の 総 括 表

目項

費

費(1)

経

件

常

人

1      常∃&

(2) 光 費水熱

(3) 備  品 消 耗 品 費

(4) 事 務 費所

計ィよヽ

2政 治 活 動 費

費(1)組 織 活 動

(2)選 挙 関 係 費

機 関 紙 誌 の発 行 そ の他 の 事 業 費

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

(3)

(4)調 査 研 究 費

(5) 寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

計′Jヽ

△
回 計 (注 )当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

葎錠秘沼8房豪温憩 尋P額
を膀欄に繭し、

゛



(その15)

着鏡関ね舟急鷺の発奄rの機の議蚤(ゴ ギ云募繁螢  )__
備考

支 出を受 けた者 の住所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

支 出を受 けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

項 目別区分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

2gr/つの

営a′電〕命

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

△
口 計

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すすること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

タ



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資産等の有無

備  考征

団

日

γ

回

□

日

図

回

有資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア  土 地

イ 建 物

ウ 建物の所有を 目的 とす る地上権又は土地の賃借権

エ 取得の価額が100万円を超える動産

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。 )

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が100万 円を超える貸付金

コ 支払われた金額が100万円を超える敷金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金

(注 1)

(注 2)

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に 「レ」を記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (そ の18)に 内訳を記載すること。

す



(その20)

圭
日

五
爵

一旦

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとお り)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであつて、真実に相違ありません。

令不日 字 年 3月 身 日

政治団体の名称   雰 磯 ぃち 殊 ち)イ愛蕩多合

会計責任者の氏名 太 ⑬
(代表者の氏柔 (印))

記入もれ注意

(備考 )

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名のほか、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を謙ずる場合は、この限りでない。

む


